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§1 まえが き

｢物性物理学を どの ようにして発展させるべきか｣の テーマの中には当然,

研究藤制批判 とか,そ の他,研究の自由 とかい う問題が含 まれ拳べ きで,従来

の議論には,やは り何か行儀良さが目について, もの足 りなさを感ずるところ

か ら,この論 文 - 単なる現状批判,個人的な苦情にしかすぎないか もしれぬ

が - を審きたい と思 うに至 った ｡ それ とい うの も以下のべるところは,筆者

の個人的体験をは じめ とし,又,同時に我 々の研究室の仲間を中心 とした,そ

の周紺の人達の気特で もあり- 稜々の問題を含んでいると思われるので,･思い

切 って書 くことに した次第である｡ この ことが,物性物理学をやろ うとする体

制の改革に役立てば,望外の幸わせである. この ことでことあ っておかねばな

らないことは,上記の仲間とい うのは,筆者 自身 も含めて皆,工学系大学院の

学生であ り,特に筆者は博士魂程に在学中だから,大学院生,就中,博士課巻

に在学中の学生の立場からの発言で あることで,その点に注意 してほ しいと思

うO

§2 指導教官は何を指導するのか

周知の如 く,大学院 に入 ･進学すると,自動的にある一人叉は数人の指導教

官 の研究室に属すことになるO これは講座制でが っち りと縦て割-りされていて ,

横すべ りなぞはとてもで きる体制ではないO従って,在学中に指導教官を変え

ることは許 されず,いや準ら退学して入 りなお さねばならないわけであるO筆

者が ここで書こうとするのは,この でいやさ "が何故,何処か らくるのかとい

うことで もある｡

-まず,指導教官は,一体何を指導 するのか ｡ その指導内容 と指導鮮度が間轟

なのである(,院 Iffは,_I-て人前の研究者になろ うとして,ー日夜,研究 ･勉学にい
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そしんでいるわけだが,その段階での指導内容 とは,学問研究をするための研

究者心得 をはじめとし,その分野の学問的なレベルでの指導に至るまで巾広 く,

とてもいちいち論ずるわけにはいかないが,しか し,その中では,やは り一番

重要なのは,学問 ･研究面での指導であろ う｡ そ･して,そ こで問題になるのが

研究の "自由 "ということである.;

大学院生の研究 とい うのは,それは 50年 もその分野で研究 してきている

"大衆 て教官か らみれば,至らぬ ところはか りで,ちゃち くさい ものであろ う

が,頭か らそ う決めてかか られるところには,我々の研究の芽がつみ とられて

･しまい,やる気がな くなるのは当然で ある..,そこに,検討 ｡討論 する自由さが

必要なのである｡果 して実際に自由であろ うか(, <

さて.その研究内容のことであるが,大学院に入 ･進学 する時点では,指導

教官 の学徳を頼 って入ってい くわけであるが,物心ついて くると,必らずLも

指導教官の言 うことを間かなくなるのが普通ではないのか く,慧してや,研究内

容 ･評価の基準が くいちがってき,指導教官 と全 く同 じ考え方,研究内容をも

たなければならない ということは絶対にない ｡ このことは,特に.,白から ｢自

由な研究 をさせてやる｣とい うことを吹聴 する指導教官にかぎって, ｢俺の言

うことをきかない｣ とか, ｢50年 も研究をやっているか ら,何で もよくわか

っているから,俺 のい うととを聞け｣とかい う論理なき論理で,我 々の若い芽

と学問 ･研究への情熱を うはい去 ってしまうのである｡ その くせ,その至らな

いト若い id_eaだげはいただ きとい う態度なのだからや りきれない O

大学院に入った時に,大ざっはな研究題 目が与えられ,その中での研究が一

応行なわれることになるが,自からの研究方向や研究態度 とい うものは,自か

らの価値判断に･ゆだね られて行なわれるべ きものであ り,その萱ちなさを,自

由に討論 して指導 して くれてこそ指導教官 なのである｡ そ して,その指導教官/

が最初に与えた テ一寸や,その教官の興味や価値判断が可能な方向やか ら,紘

ずれた方向に進 もうとして も,それを ｢そんなことを しては何にもな らない｣

とか, ｢博士号はやれない｣とか, ｢そ うならは,もうめんどうはみられない｣

｢俺 と対決するのか｣とい う態度で接 っされ,お どされては,こちらで も考え

を改めざるを得ないし, 甘いやけ "がさすのほ当然だろう｡ しかも,い ったん

入 った以上,退学するより他に手がない弱い我々院生は,一体 どうすればよい
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のかO毎 日仲間 と顔を合わせるたびに, ｢いやだ｣ とか rつ まらない｣ とかの

不平をあげつ ろ うだけ しかで きないのか ｡

これ らのことは,すべて,院生をどう位置付け るか とい う,我々院生転対 す

る鮮度転帰着 させちれ ることはい うまで もない O 大学紛争の背景に,大学院生

が主体 となってい る闘争は,それだけ切琴な問題であるか らこそ,強力で徹 底

的抗戦になるのは当然なのである｡ 院生をただの小間使い としか考えず,雑用

処理に使 うのにお あつらえ向きだ とか,先記の論理な き論理で もって,我々院

生の研究を根 こそぎ否定 し去ることしか考えていない とかい うのでは,指導教

官が錦LTてあきれ るO 我々院生 も,そんな者 ならば,こちらか ら否定 し去るに

越したことをまないのであるが,如何せん,後でのべ る如 く,我 々が行 くべ きあ

てが - 例えば,就職 とか,新天地をさがす事 さえ も容易ならない状聾では,

とて もあてな どあ りは しない とい うのでは.一体 どうすればよいのか O まして

辛,指導 を指導 とも思わぬ指導 教官がいては,我 々院生は,戦いあるのみで あ

る｡

§5 研究活動の q自由 "はいかに制限 されているか

前節 に も,種々の事 をのべて きたが,具体的に 目に見えた形での研究活動の

吹自由 "の制限 とい うのは,往 々に して指導教官の鮮度や言動によっで示 され

る｡

我々院生は,･指導教官の意の ままに動か され,我 々の意向に関係ないことを

させ られるのが常である｡ それが研究上の問題で あれば大問題で,学問 ･研究

なんぞあった ものではないOそんな時, ｢それ も修行の うち｣とい う憩由が言

われ るが,いやいや, くだらない事 を,雑用処艶 のためにやらされるのでは修

行 どころではない ｡

一次に,我々院生は,指導教官の許可を得た形で しか,研究発表の場 としての

学会,研究会,協会な どに属することはできず, しか もその教官の好 き療いの

問題で許可 された りされなか った_りする傾向があるのは否定で きないOそんな

のでいいのか｡我 々の研究を,ここぞと思 う場所で,皆に聞いてもらいたい と

患うのが当 り前なのに,それが許可 されない となると, どこで発表 すればよい

のか . 特に,指導教官がある一つの ｢会｣を牛耳 って_, 白か ら会長なんぞにお
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さ変っている場合,強制的にその会に加入させられ,その会の雑用 を させられ

るとい うのが実情で,それを もって我 々院生の研究活動にお きかえ ようとする｡

しか も前節の如 く,我 々の研究 をその ｢会｣の方針に合 った形にや ぎなおすこ

･とが甚だしい｡ 我々としては,大学院に入 った と同時にその r会｣ を詳 しく知

ることな く会員 とな り,以後,何故にそんな風に考えた り,又 ,こんな事 まで

しなければならないのか疑いながら,か りだ されて仕事をさせられ るとい うの

で は "いやけ "がさすの も当然である｡ 他の ｢会｣に属する権利 も認められず,

指導教官の ｢会｣ をやめることもで きない ところに,研究の 自由はない O 反逆

あるのみである｡

大学紛争を戦 う院生の主張の一つ として,待遇改善の問題がある. これは,

すべて,院生 をどう扱っているか とい う点に帰 し,ボス教官の横暴が激 しいか

ら,一人前の研究者 として扱 っていないか ら,そ して,生活面の待遇が惑いか

ら,何 しろ生活がかか うている切実 な問題だから,ー深 く我 々院生の心を支配 し

てい るのである｡待遇の中に,当然,研究の 白由の保証が大 きく入 っているこ

とを見逃 してはならないわけで,我々院生仲間の許では,その点か らみると,

無給医局員 どころの騒 ぎではない と思われ る ところもあるのである｡

以上の如 く,我々院生の 日常の研究活動 が,講座制の傘 の下にか くれて,痩

暴穣 まりない指導教官 によ.って,如何 に制限 され,阻害 されているかを認識 し

なければならない.,我 々院生は,その点に神経を集中 してしこるとい って も過言

ではない O 特に,ただ一一人,特異な問題を研究しようとした り,特徴 ある方法

論 をうちたてるべ く努力しようとした りする と,その活動 を,直接的にさまた

げるとい うのが現状の指導体制ではなかろ うか ｡

§4 工学的 と理学的 との区別は存在 するのか

我 衷工学系研究科に属 する院生は,研究内容についての議論で,問題 にせざ

るを得ないのが,工学的 と理学的の区別であるO指導教官達が, 日常の研究活

動に於ても,そ して,実に,修士論文,博士論文のテーマは もちろん,審査の

席上で も, ｢工学的でなければ な･bない｣とか, ｢理学的だから,その方面の

ことは研究 してはだめだ｣ とか.とい うことを言 うか らで ある｡ 我々の指導教官

連は .大部分旧制大学の工学部出身者だか ら,こんなことをい うのだろ うが,

-202-



･研究の吹自由"について

-稜の郷愁 としか思えない. 何 を基準にそんな区別をするのか｡ 現 に憩学系出

身の人が企業.の研究所での応用研究です ぐれた成果をあげているし;工学系出

身の人が理学部の教授 などになっている例は数多 く存在t,, もし,上申様な理

由が成立す卑ならは,その人蓮は,ある時点で一朝に して考え方を 180度転

回してしまわねはならなかっただろ う｡ そんな事は絶対にない O 例えば物性 を

研究 するなどといえば,それは通常理学部で講義 されてはいるが,工学部で も

物性工学などと称 して,やは り同 じ様なことを行なっている｡ 少な くとも基礎

研究 を行なっている限 り,その応用が常に意識せこのぼ っているかいないかの:I:

ンスの差だけのような感 じがし,明確な区別はつ くはずはない と考える｡ それ

を大上段 に構えて,区別 してかかろ うと′い うのでは,工学部で物理学の基礎研

究ができな くなるO しかし,現に,名前は多少変わるとしても,物性物理が工

学系で研究されてい るのだから●,そんな事,*を,い ったい,先の石頭教官達 ほ

どうみるのか ｡ ､その しわよせがそれ らの指導教官連に属する我々院生にくるの

では,八つ当 りもいい ところである｡

それともうーっ ｡ これは次節の問題 とも粥連 するが,どうも工学系出身者 が

理学系の研究機関;就 中,大学の理学部関係に進出することが困難な傾向があ

るのではないか.連に,理学系出身者が工学系の魅を･1来ている例は,変わ りを

見わたせば数多 く存在 することがわかるQ その辺 に問題がありそうである. そ

のための 人事交流が公募 とい う制度だといわれるかも知れないが,実は次節 に

のべ る如 く,それにして も我々院生にとっては., どうしょうもない問題が横た

わ っていると思われ る｡

§5 就痕問題 と公募についての問題点

修士課程の院生は,こと就職問題に関 しては,ほ とん ど学部学生 と同様に扱

われ,そ うい う体制ができてしまっているように思われるが,それは本当に切

実な問題 として生準がかか って くるから,管,真剣に考えているが,博 士課程

の院生は,それ よ りももっと深刻である｡ その葉簡咋次の通 りである.

つ まり,博士課程の院生に対 しては,大学院を∈5年間在学 し,指導教官 の

q指導 ガをうけ､るとい う形で,よく辛抱 してきた とい う,いわば報酬 として,

指導教官が個人的な れ こね Dで もって･ある所へ 適当なポス トをみつけて･_I

-205-



池田 恵

なければつ くった りして,送 りこむ とい う形が とられているO従 って,指導教

官 にはむかえば ,感情的な坂引 きとなってしまって,めん どうをみて くれない

ことになる｡そ こまでいかず とも,余 りいい顔をせず,もとよ り人間だから,

そんな事があれば親身になるはずがないのであるO果 して こんな事で我 々の一

生の研究方向 .職場が韓定 され,すべて辛抱強 く,だ まってい うことを聞 く寧

しか手がないな どとい う事が許 されるので あろうか ｡ どこに追いや られ るかわ

からず , 悔々 として就職先や世話 して くれ るのを待つ.より他に就職運動はで き

ないのか ｡ この ことは,;諸大学 あるいは諸研究所の人事が,､そのような形で行

なわれている現状に問題があろ う. 行 きたい と思 う所が指導教官の気にいらな

い所 だ った り, ¶こね "がなか った りするとあきらめざるを得ないのが実状で

ある｡

それでは公募 している所 に応募すればよい とい うことになるが, これ も又,

問題があるので あるO 例えば,応暮 しようとする時に,必らず論 文の別刷 と推

薦状がいること樗なるのは.この ｢物性研究｣にの･る一公募 をみてもす ぐわかる

ことである｡ 声て,その論文の別剤 とい うことは,既 に発表 した論 文がなけれ

ばだめとい う与 とで あ り,既にのべた如 く,我々院生が指導教官 と百時な典同

研究 を行なってい輿 ま,少な くとも博士課程在学者ならば一つかこつかの論文

はあるだろ うが,指導教官の指導が 2節にのべた様な場合 には,発表 する場所

ち,従 って論 文の別刷 なんぞあるわけがな く,論文 とい ったら卒業論 文,修士

論文しかないのが,そ うい う場合の院生ではなかろ うか ｡ もっとも,卒論 ｡修

論で もよい とい うならば,公募の際 ,その点を明記すべきであろ うO それか ら

推薦状だが,戟/々院生は誰に書いてもらったらいいのか O当然,人は指導教官

i/71書いて もらえば よい とい うで あろ うが,先記の如 く,指導教官が気に入らな

い所 とか,思 ってもみない様な所に応募 するとなると,書いてもらえる見込が

な くなる｡ ましてや琴対関係にある場合は,推薦状なぞ,書いて くれ るはずが

ない ｡ 従 って.悲 しい ことに応募で きない ことになるO 我 々院生に とっては,

きび しい問題 なので ある(,

公募で一番大切なのは,今までこんな ことをや って きた,これだけの事をや

った とい うことではな く,これからどのようなことをやるのか,どうい う方針

･態度で処 してい くのか とい う,研究者 としての基本的粂ノ件ではないだろうか 0
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だか ら∴一番 良いのほ面接 も行な うことではないだろ うかOどうもそのあた り

がぼけて しまって,公募が真に公平に行なわれているとは思えない. そ こに も

又,権力あるボス教官の意向が作用 し,その人の推薦状があれば,本人は どう

で もよい とか,逆 にいえは,その人の推帯状があるから断わ り切れない とか と

い う腐れ縁が強 くて,不公平な公募が行なわれてい るのが実情ではなかろ うか ｡

我々院生 として も,一生,研究 に従事するとい う基本的鋳度 を貫ぬ こうとする

時,当面の大問題 は就織の事だか ら,その点での自由さを も強 く要求 するわけ

である｡

§6 あとがき

はなはだまとまりもない書き方になってしまったが,心余 りて筆足 らずとい

うところである｡ まだ まだ,言いたい事が多すぎて,何か ら書 こうか とい う様

な気特である｡我 々院生のおかれている不利な,そ してL',gなはだ科学的でない

状塵の支配 している事 を強調 したか ったわけであるOもっと多 くの実例 をあげ,

現状分析 を詳 しく行なえば.よ り強い説得力を持つごとと思 うが,筆者の情 報

収集が不 充分なた めと,認識不足の至すところで ある い

大体,筆者 自身の感 じ方を中心にのべてきたが,変えが きに ものべた如 く,

筆者の周囲の研究室の仲間,就 中,聾者の属する研究室の仲間 との議論が,筆

者に大きな衝撃力を与えて くれたわけで,その点 をここで謝 してお きたい O そ

して ｡最後になったが,諸々の研究機関で研究に従事 している方々,大学院生

の諸 兄が,多数のr有意義 な御意見をよせられ ることを期待 して,ひ とまず終 り

たい u
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